
地域連携サポートプラン協定

（目的）
第１条

　

この協定は、 京都府八幡市 （以下 「甲」 という。） と国土交通省近畿運輸局 （以下

　

「乙」 という。） が継続的に連携し、 持続的な地域公共交通ネットワークの構築、「コンパ

　

ク ト・プラス・ネットワーク」 の実現に向け、 地域公共交通に関する課題解決を目指すこ

とを目的とする。

（事業内容）
第２条

　

甲は、 前条の目的を達成するため、 乙と連携して地域公共交通に関する現状把握、
意見交換、 これらを踏まえた課題の整理等 （以下 「課題解決に向けた取組み」 という。）

　

を行い、課題解決に関する提案書の交付を受け、今後の様々な取組みに活かしていくもの
とする。

２

　

乙は、京都運輸支局を中心に、前条の目的を達成するため、課題解決に向けた取組み及

　

び当該課題解決に関する提案書の交付を行い、 甲をサポートするものとする。

（秘密保持）
第３条

　

この協定に関する取組みにおいて、甲と乙が相互に開示する情報については、互い

　

に秘密を保持することとする。ただし、事前に相手方の承諾がある場合は、この限りでは
ない。

（その他）
第４条

　

この協定に定めのない事項を定めるとき又はこの協定に定める事項を変更すると

　

きは、 互いに協議を行い、 合意することを必要とする。
２

　

協定当事者に変更があった場合であっても、他に定めのないときは、この協定を有効と
する。
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